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令和６年度より

全小・中学校に設置

令和６年度が始まり、様々な出会いの季節を迎えました。園や学校では、子供たちが新しい生活
に期待感を抱きながら通園・通学しています。本市教育委員会としても、５年目となった浦安市教
育振興基本計画を基に、学校教育・生涯学習のさらなる充実に向けて進めてまいります。
令和６年度より実施する事業や特徴的な活動についてご紹介します。

現在、子供たちを取り巻く環境や学校が抱える課題は複雑化・多様化しており、学校と地域
の連携・協働の重要性が指摘されています。子供や学校の抱える課題の解決、未来を担う子
供たちの豊かな成長のためには、学校と地域が一体となり、社会総がかりでの教育の実現が
不可欠です。
その実現に向け本市では、学校運営や学校・地域の課題に対して、広く保護者や地域住民
が参画できる仕組みであるコミュニティ・スクールを令和６年度より全小・中学校でスタートさ
せました。

学校地域連携運営協議会※
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※本市においては、地域と連携する中
で、学校の運営のみならず、学校が
地域のよりどころとなり、学校を核と
した地域ネットワークが形成され、学
校を取り巻く地域の課題解決に取り
組むこととすることから、
本市に設置する学校運営協議会を
「学校地域連携運営協議会」

と称することとしています。


